
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業 (F 補助金 )募集概要  

 令和８ 年度 上期   

敦賀市商 工貿 易振興 課  

１  は じ め に  

この 事 業は 、 原子 力 発 電施 設 等立 地 地域 周 辺 に新 た に事 業 所の 新 設 また は 増設 を 行い 、 実 質的

な雇 用 増加 を 創出 す る 事業 所 に対 し 、電 気 料 金の 一 部を 補 助す る こ とに よ り、 産 業の 振 興 を図る

ことを目 的と してい ま す。  

Ｆ補 助 金は 県 の交 付 要 綱及 び 実施 要 領に よ り 予算 の 範囲 内 にお い て 交付 さ れ、 事 業所 の 営 業・

操業にか かる 支払実 績 のある電 気料 金が対 象 となりま す。  

 

２  募 集 要 件  

募集は原 則、 一年度 中 に２回（ 上期 、 下期 ） 行い、今 回は 上期の 募 集になり ます 。  

補助 金 の交 付 決定 を 受 ける に は法 人 格を 有 す る事 業 所で あ り、 以 下 の要 件 を全 て 満た し て いる

ことが必 要 で す。  

 

①  電 力 供 給 契 約 の 締 結  

令和７年 ４ 月 1 日か ら令和 ８ 年２ 月２８ 日 までの間 に新 設・増 設 する建物 及び 設備の 整 備を

完了し、営 業・操業 開始 にかかる 電力 供給契 約 を新規 (ま たは増 加変更 )で結んで いるこ と (電 力

供給開始 日ま たは契 約 電力増加 日が 令和７ 年 ４月 1 日以降 である こ と )。  

  電 気契 約 の需 要区 分が 電 灯契 約で あ るも の、 電 力需 要で あ って も契 約 種別 が臨 時 電力 等契 約 期

間に制限 のあ るもの は 対象外と なり ます (応募 要領 P８参照 )。  

 

 ② 電 気 料 金 の 支 払 実 績  

  下記 対象 期間の 電 気料金支 払実 績があ る こと。  

   

上期案件 対象 期間  令和７年 １０ 月 1 日 ～ 令和 ８年 ３月 ３１日  

 

 ③ 雇 用 人 数 の 増 加  

  新 設・ 増 設さ れた 事業 所 にお いて 、 自社 で直 接 雇用 する 、 雇用 保険 の 被保 険者 で ある 雇用 者 が

3 人以上 増加 するこ と 。  

  こ れ は 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 現 在 の 雇 用 者 数 と 基 礎 雇 用 者 数 (立 地 日 の １ 年 前 の 日 が 属 す る 半 期

末日の雇 用者 数 )の差か ら増減を 判断 します (応 募要領 P９参 照 )。  

 

 ④ そ の 他 要 件  

・  敦賀市内 に立 地する 事 業所であ るこ と。  

・  平成２７ 年１ ０月１ 日 以降に立 地し た事業 所 の場合は、次に 掲げる いずれか に該 当する も の

であるこ と。  

ア  製造 業を 主たる 事 業として 営む もの  

イ  福井 県又 は敦賀 市 から企業 立地 の促進 等 を目的と した 条例又 は 規則等に より 、金 銭的 な

支援を受 けて いるも の  

・  立地する 事業 所の業 種 が公序良 俗に 反する も のでなく、風俗 営業の 許認可を 必要 とする も の

でないこ と。  

・  事業所の 立地 が敦賀 市 の都市計 画等 の方針 に 反するも ので ないこ と 。  

・  他の補助 金と の重複 受 給の可否 につ いては 、 電源地域 振興 センタ ー にお 問 い 合 せ く だ さ い 。 

・  過去に当 該給 付金の 交 付を受け てい る事業 所 は特例増 設と しての 申 請のみ可 能で す（応募 要

領 P１３～１ ５参 照）。  

 

 

 



３  給 付 金 交 付 限 度 額 (交付金額 の上 限であ り 、交付額 では ありま せ ん ) 

 電 気 料 金 の 支 払 実 績に 応 じ た 交 付 限 度 額 を算 定 し 、 交 付 限 度 額 内で 給 付 金 が 立 地 日 (=電力 供 給

開始日 )の 含まれ る期の 翌期から 最大 8 年 間交 付されま す (要件 から外 れる期間 は給 付が停 止 され

ます )。交 付限度 額の算 定方法に つい ては、 応 募要領 P１０ ～１ ２を 参照くだ さい 。  

 

※交付金 額に ついて は 、センタ ー及び 県の 審 査を経た 後、県 の予 算 の範囲内 で決 定され ま すので、

敦 賀 市 で は 具 体 的 な 金 額 を 把 握 で き ま せ ん 。 詳 細 は 電 源 地 域 振 興 セ ン タ ー ま で お 問 い 合 せ く だ

さい。  

４  申 請 方 法  

  上記 要件 にあて は まると思 われ る事業 所 は、下記 のと おり関 係 書類を提 出し てくだ さ い。  

申請にあ たっ ては、初 回 申 請 の み 立 地 市 町 村 長 の 推 薦 が 必 要 になりますので 、「応 募要領」をよ

く読み、期 日 厳 守 に て 書 類 の 提 出 をお願いい たします 。  

継続申請 につ いては 、 交付決定 後に 電源地 域 振興セン ター より案 内 が参りま す。  

具体的な 申請 の流れ に ついては 、「応 募要領 」 の P６～でご 確認 くだ さい。  

 

(一 財 )電 源 地 域 振 興 セ ン タ ー へ 直 接 提 出 し て い た だ く 書 類  

①  審 査 依頼書  

②  電力関係 書類 (応 募要 領 P７、審査 依頼 書 記 入要領 参 照 )  

③  雇用関係 書類 (応 募要 領 P７、審査 依頼 書 記 入要領 参 照 )  

④  その他の 書類 (会 社案内 等。応募 要領 P７ 、審 査依頼書 記入 要領参 照 ) 

 

<提出締 切日 >    令 和 ８ 年 ４ 月 ３ ０ 日 (木 )  ※ 締 切 日 必 着 の こ と  

          ※ 継 続 の 応 募 の 際 は ４ 月 ２ ３ 日 (木 )※ 締 切 日 必 着 の こ と  

<提出先 ・問合 せ >  〒 103-0012 

           東京都 中央 区日本 橋 堀留町二 丁目 3 番 3 号  堀留中 央ビ ル 7F 

           (一財 )電 源地域 振興 センター  総 務企画 部 立地審査 課  

           電話： 03-6372-730７   FAX： 03-6372-7301 

 

敦 賀 市 役 所 商 工 貿 易 振 興 課 へ 直 接 提 出 し て い た だ く 書 類  

①  推 薦 依頼書  

②  電力関係 書類 (審 査依頼 書 記入要 領参 照 )のうち 、下記 の 3 点  

  ・電 力帳 票まと め 表 (審査依 頼書様 式 1)の写し  

  ・電 力供 給の新 規 (増加変更 )契約が 確認で きる書類 (電力需 給契約 書等 )の写 し  

  ・対 象期 間 (支払実 績 )の電気 料金支 払請求 (明細 )書ま たは領 収書 の写し  

③  会社案内 等パ ンフレ ッ ト  

<提出締 切日 >    令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ３ 日 (木 )  ※ 締 切 日 必 着 の こ と  

<提出先 ・問合 せ >  〒 914-8501 福井県 敦賀市中 央町 2 丁目 1-1 

           敦賀市 役所 3F 商工 貿易振興 課  

           電話： 0770-22-8122  FAX： 0770-22-8184 

 

※「応募要 領」の Q&A を読んで も不 明なこ と について は、(一財 )電 源地域振 興セ ンター ま でお問 い

合せくだ さい 。  

 

※ (一 財 )電 源 地 域 振 興 セ ン タ ー へ 直 接 提 出 い た だ く 書 類 と 、 市 役 所 商 工 貿 易 振 興 課 へ 提 出 い た だ く

書 類 は 、種 類・期 日 共 に 異 な り ま す の で 、期 日 内 に 必 着 と な り ま す よ う 、十 分 に ご 注 意 く だ さ い 。  

 ま た 、 提 出 書 類 の 請 求 等 に よ り 提 出 期 限 に 間 に 合 わ な い 場 合 は 必 ず 提 出 先 に ご 連 絡 く だ さ い 。  


